　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　R7.10.31変更

金ケ崎町立認定こども園調理等業務委託公募型プロポーザル実施要領


１　目　的
　金ケ崎町では、家族構成の変化や保護者の就労環境の変化によって、幼稚園よりも保育園の利用を希望する保護者が増えているため、保護者のニーズに対応し、令和２年度から町立認定こども園を開設しています。給食の提供も保護者のニーズの重要な部分であり、認定こども園では現在自園調理での給食の提供を行っています。
　この給食の実施にあたっては、質や安全性を確保しながら、調理業務運営の合理化を図るため、引き続き給食調理等を民間業者へ委託する方針としています。委託先の選定にあたっては、調理業務運営における優れた提案を行った事業者を選定するため、公募型プロポーザル方式を採用し実施します。

２　委託業務概要
（１）業 務 名　　金ケ崎町立認定こども園調理等業務委託
（２）業務実施施設　　金ケ崎町立認定こども園南方幼稚園
（３）業務実施場所　　岩手県胆沢郡金ケ崎町西根杉ノ崎26番地
（４）業務内容　　別紙「金ケ崎町立認定こども園調理等業務仕様書」のとおり
（５）委託期間　　令和８年４月１日から令和11年３月31日まで
（６）委託料の上限額（消費税及び地方消費税を含む）
　　　　　　　　　　　31,500,000円〔委託期間〕
（７）委託料の支払　　委託料を36か月分に除し、令和８年４月から毎月支払

３　参加資格
本プロポーザルに参加できる者は、次の掲げる全ての要件を満たしている者とする。
（１）食品衛生法、労働基準法等の関係法令及びその他関連法規及び関連要綱等を熟知し、遵守するとともに、認定こども園における給食の意義や特色を踏まえ、食育活動に協力できること。
（２）業務従事者に対し、安全衛生管理・危機管理及び調理技術の向上を目的とした研修や衛生管理指導等を年１回以上実施していること。
（３）地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第１項に該当しない者であること。 
（４）破産法（平成16年法律第75号）に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていないこと。
（５）国税及び地方税に滞納がない者であること。 

４　担当課・日程等
（１）担当課　　　金ケ崎町教育委員会事務局
　　　　　　　〒029-4592　岩手県胆沢郡金ケ崎町西根南町22番地１
　　　　　　　　　　　　　電話0197-42-2111　　FAX0197-42-4530
　　　　　　　　　　　　　　kyouiku@town.kanegasaki.iwate.jp
（２）配布書類　　実施要領、仕様書
（３）配布場所　　金ケ崎町教育委員会事務局
　　　　　　　　　（金ケ崎町ホームページからもダウンロード可）
（４）日　　程
	項　目
	日　程
	備　考

	公告
	令和７年10月８日(水)
	

	現地説明会
	令和７年10月27日(月)
	

	実施要領等に関する質問の受付
	令和７年10月31日(金)
	様式第６号

	実施要領等に関する質問への回答
	令和７年11月７日（金）
	

	参加申込書提出期限
	令和７年11月11日(火)
	様式第１号

	参加資格の結果通知
	令和７年11月19日(水)
	

	提案書・見積書の提出期限
	令和７年11月28日(金)
	様式第４号

	審査（プレゼンテーション・ヒアリング）
	令和７年12月11日(木)
令和７年12月16日(火)
	※R7.10.31変更

	業者の決定・審査に関する結果通知
	令和７年12年下旬
	

	準備期間
	決定後～令和８年３月
	

	契約
	令和８年３月
	

	委託開始
	令和８年４月
	


　　　※上記期間には、土曜日、日曜日及び祝日を含まない。
５　現地説明会
（１）日　　時　　令和７年10月27日(月)午後３時～４時
（２）場　　所　　金ケ崎町役場　203会議室
（３）内　　容　　委託業務の概要説明
（４）そ の 他　　参加を希望する場合は、令和７年10月20日（月）正午までに担当部局へ電話又はＦＡＸで申し込むこと。

６　質問書（様式第６号）の提出
（１）提出期限　　令和７年10月31日(金)午後５時まで
（２）提出場所　　金ケ崎町教育委員会事務局
（３）提出方法　　持参、郵送〔必着〕、又はＦＡＸ
（４）回　　答　　令和７年11月７日（金）までに、担当部局が参加申込者全員に対しＦＡＸ等で回答する。
７　参加申込書（様式第１号）の提出
（１）提出期限　　令和７年11月11日（火）午後５時まで
（２）提出場所　　金ケ崎町教育委員会事務局
（３）提出方法　　持参、又は郵送〔必着〕

８　プロポーザルの内容
（１）提案書の記載内容
①　組織概要…組織の沿革や財務状況、給食に対する基本的な考え方や意欲など
②　業務計画（実績）…調理・配送等業務計画や実績、類似業務の実績など
③　危機管理体制…調理事故や異物混入等発生時の対応など
④　人員体制…業務責任者等の資格、職員の勤務体制、地元採用計画など
⑤　衛生管理体制…衛生管理に対する考え方、管理体制など
⑥　職員研修等…職員の研修計画、移行準備計画など
⑦　見積金額
⑧　その他の提案…アレルギー対応など

（２）提案書等の提出
①　提出書類　
ア　様式第４号　　１部
イ　提　案　書　　11部（原本１部、副本10部）
ウ　見　積　書　　11部（原本１部、副本10部）
　　　　　　　　　※提案内容について、年度割、算出根拠を含めた総額を示すこと
②　提出期限　　令和７年11月28日(金)午後５時まで
③　提出場所　　金ケ崎町教育委員会事務局
④　提出方法　　原則持参とする。持参以外の場合は事前に担当部局へ連絡すること。
⑤　注意事項
ア　提出書類はすべてＡ４サイズとする。ただし、やむを得ない場合は、Ａ３サイズを片袖折にし、Ａ４サイズとすることも可とする。
イ　プレゼンテーションは提案者名を伏せて行うため、提案書及び見積書の副本には、提案者名（法人名又は団体名）を記載しないこと。
ウ　１事業者１案とする。
      エ　提出された提案書は返却しない。
      オ　提案書等の作成に要する費用は参加事業者の負担とする。



９　プレゼンテーション等の実施
（１）実施日　　令和７年12月11日（木）
令和７年12月16日（火）〔※時間、場所は後日連絡する。〕
（２）実施方法　　プレゼンテーション15分、ヒアリング10分
　　　　　　　　　（準備及び片づけは、各５分以内で行うこと。）
（３）出席者　　１事業者３名以内
（４）準 備 物　　パソコン等を使用する場合は、各自準備すること。
（大型ディスプレイは町が準備する予定ですが、事情により準備できない場合もありますので、事前に確認してください。）
（５）注意事項
ア　提案書提出時添付していない資料等を新たに提出することはできない。
[bookmark: _GoBack]イ　プレゼンテーションに要する費用は参加事業者の負担とする。
ウ　応募多数の場合は、提案書提出後、書類選考を行い、プレゼンテーション参加事業者を決定する。

１０　事業者の選定等
（１）選考委員会の設置
プロポーザルにおける審査及び最終受託候補者を選定するため、金ケ崎町立認定こども園調理等業務委託業者選考委員会（以下「選考委員会」という。）を設置し審査する。選考委員会は、参加事業者から提出された提案書等を審査し、価格以外の要素と価格を総合的に評価し、最も評価が高い参加事業者を最終受託候補者として選定する。
（２）選定方法
　選考委員会の委員は、別表１の区分に従い採点を行い、各委員の評価点数の総合計が最も高かった提案を行った者を契約候補者として選定する。




別表１　
	評価項目
	評価の観点
	配点

	①組織概要
	1
	組織の沿革、財務状況
	20

	
	2
	幼稚園給食に対する基本的な考え方、意欲
	

	②業務計画（実績）
	3
	献立計画（実績）
	15

	
	4
	調理計画（実績）
	

	③危機管理体制
	5
	調理事故、異物混入等発生時の対応
	20

	
	6
	製造物賠償責任等の損害賠償制度のグレード
	

	④人員体制
	7
	業務責任者等の資格・配置
	30

	
	8
	職員勤務体制、勤務ローテーション
	

	
	9
	職員等の休暇等における代員確保体制
	

	
	10
	継続雇用、地元採用計画
	

	⑤衛生管理体制
	11
	衛生管理に対する考え方
	25

	
	12
	衛生管理体制（独自体制を含む）
	

	
	13
	報告、連絡、責任体制
	

	⑥職員研修等
	14
	職員の研修計画
	10

	
	15
	移行準備計画
	

	⑦見積金額
	16
	３年間の業務委託料、月額・年間の明細
	20

	⑧その他の提案
	17
	アレルギー対応について
	10

	
	18
	食育・給食に関する独自の取組や提案
	

	
	
	合計
	150




5

